
重要事項説明書 

（居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導） 

 

1. 事業者            

事業者の名称       医療法人社団 藤聖会 

事業者の所在地      富山県富山市八尾町福島 7-42 

法人種別         医療法人  

代表者名         理事長 藤井 久丈 

電話番号         076-461-7700 

FAX番号                  076-461-7788 

 

２. ご利用の事業所 

事業所の名称       富山西総合病院 

事業所の所在地      富山県富山市婦中町下轡田 1019 

管理者氏名        院長 麻野井 英次 

電話番号          076-461-7700 

FAX番号                  076-461-7788 

指定事業所番号      1610119255 

 

３. 事業の目的及び運営の方針 

１ 事業所は、指定居宅療養管理指導の事業を行うものであり、要介護状態とな

った場合においても、その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力

に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師・歯科医師・薬剤師・

歯科衛生士・管理栄養士が通院困難な利用者に対して、その居宅を訪問し、心

身の状況・置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び

指導を行うことにより、その療養上の管理及び指導を行うことにより、その療

養生活の質の向上を図るものとする。 

 

２ 事業所の実施に当たっては指定居宅介護事業者、地域包括支援センター及び

他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める

ものとする。 

 

 

 



４．職員の職種、人数及び職務内容 

   管理者１名（常勤兼務、医師と兼務） 

     管理者は従業者の管理および居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理

指導の利用の申し込みに係る調整、実施状況の把握その他の管理を一元的に

行う。 

   医師１名以上（常勤兼務） 

   薬剤師、管理栄養士 必要人数 

     従業者は、居宅を訪問し、医学的観点から居宅介護サービス計画の作成など

に必要な情報提供を行うとともに、介護方法についての指導・助言や利用

者・家族に対する療養上必要な事項の指導、助言を行う。 

 

５. 職員の勤務体制 

 （1）従業員の職種及び勤務体制 

管理者          毎週月曜日から金曜日 

医師           （午前 8時 30分～午後 5時 15分まで勤務） 

薬剤師                土曜日（午前 8時 30分～12時 30分まで勤務） 

管理栄養士        但し、国民の祝祭日及び 12月 30日から 1月 3日 

             を除く１箇月単位の変形労働時間制 

 

６. 営業日 

   営業日及び     毎週月曜日から金曜日の午前 9時～12時及び午後 

営業時間（通常）  1時 30分～5時まで 

          土曜日は午前 9時～12時まで 

          但し、国民の祝日及び 12月 30日から 1月 3日までは 

除く。 

 

７. 事業の実施地域 

   実施地域   通常の実施地域は、富山市婦中町、八尾町、旧大沢野、旧山田村 

とする。 

 

 

 

 

 

 

 



 

８. 居宅療養管理指導（介護予防居宅療養管理指導）サービスの概要 

医
師 

１ 通院が困難な利用者に対して、利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な

医学管理に基づいて、居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行います。利

用者、家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等について

の指導、助言を行います。 

２ 利用者、家族に対する指導又は助言については、文章等の交付により行うよう努

めます。 

３ 文章等により指導、助言を行った場合は当該文章等の写しを診療録に添付、電子

的に取り込む等により保存し口頭により指導、助言を行った場合は、その要点を記

録します。 

薬
剤
師
又
は
管
理
栄
養
士 

１ 薬剤師は医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問し、服薬管理、

服薬指導、薬剤服用状況及び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理を行います。利用

者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適

切にサービスの提供を行います。 

  管理栄養士は、医師の指示に基づき、栄養ケア計画を作成し、患者又は家族に、

栄養管理に係る情報提供及び栄養食事相談、助言を行います。 

  歯科衛生士は、歯科医師の指示に基づき、管理指導計画を作成し、利用者に療養

上必要な実施指導を行います。 

２ 作成した計画を利用者、家族に提供するとともに、提供した居宅療養管理指導の

内容について、利用者、家族に対して文章等で提供するように努め、速やかに記録

を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告します。 

３ 概ね３月を目途として、当該計画を見直します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

９. 利用料金 

下記の利用料金は全額負担時のものになります。介護保険をご利用の場合、下記

料金の 1 割から 3 割負担（介護保険負担割合証に記載されている負担割合）とな

ります。 

項   目 利用料金（10 割負担時） 

医師が行う場合 

（月 2 回を限度） 

下記の※以外 

（一）単一建物居住者が 1 人に対して行う場合 5,150 円／回 

（二）単一建物居住者が 2 人以上 9 人以下に対

して行う場合 
4,870 円／回 

（三）（一）及び（二）以外の場合 4,460 円／回 

※上記で在宅時医学総合管理

料又は特定施設入居時等医学

総合管理料を算定する場合 

（月 2 回を限度） 

（一）単一建物居住者が 1 人に対して行う場合 2,990 円／回 

（二）単一建物居住者が 2 人以上 9 人以下に対

して行う場合 
2,870 円／回 

（三）（一）及び（二）以外の場合 2,600 円／回 

薬剤師が行う場合 

（月 2 回を限度） 

（一）単一建物居住者が 1 人に対して行う場合 5,660 円／回 

（二）単一建物居住者が 2 人以上 9 人以下に対

して行う場合 
4,170 円／回 

（三）（一）及び（二）以外の場合 3,800 円／回 

情報通信機器を使って服薬指導を行った場合 450 円／月 1 回 

【加算】 

・特別な薬剤の投与が行われた場合 

・通常の実施地域を超えて行った場合 

 

1,000 円／回 

5%増 

管理栄養士が行う場合 

（月 2 回を限度） 

（一）単一建物居住者が 1 人に対して行う場合 5,450 円／回 

（二）単一建物居住者が 2 人以上 9 人以下に対

して行う場合 
4,870 円／回 

（三）（一）及び（二）以外の場合 4,440 円／回 

 

 

 

１０. 支払い方法 

・請求書を発行し、所定の方法により交付します。お支払いただきますと所定の

方法により領収書を交付します。 

・支払方法は話し合いの上、双方合意の方法によります。 

① 富山西総合病院・窓口での支払い 

② 金融機関口座引き落とし 



１１. 苦情等申立先 

①当事業所ご利用  窓口担当者  地域サポートセンター 在宅医療担当看護師 

    相談室      ご利用時間  毎週月曜日～金曜日の午前 9時～午後 5時 

            ご連絡方法  電話 076-461-7700 

  ②その他の苦情受付機関 

＊各市町村の窓口や国民健康保険連合会でも苦情の受付を行っています。 

国民健康保険連合会 
所在地 富山市下野字豆田 995-3 

TEL：076-431-9833 FAX：076-431-9850 

富山市介護保険課 
所在地 富山市新桜町 7-38 

TEL：076-443-2041 

 

１２. 緊急時の対応方法 

   事業所へ連絡を行い、管理者の指示に従います。 

 

   事業所の名所   富山西総合病院 

   事業所の住所   富山県富山市婦中町下轡田 1019 

   電話番号     076-461-7700 


